
 
 

財政援助団体等監査の結果に係る措置状況について 

 
地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査の結果（令和６年 

１１月２８日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第１４

項の規定により公表する。 
 
                                
  令和７年１月１７日  
 
                    山形市監査委員 玉 田 芳 和 
                       同    伊 藤 明 彦 
                       同    浅 野 弥 史 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



資 マ 第 ８ ５ 号 

 令和 ６年１２月２７日 

 山形市監査委員 様 

山形市長 佐藤 孝弘   

 

財政援助団体等監査結果に伴う指摘事項についての措置状況（通知） 

  

令和６年１１月２８日付で通知のあった財政援助団体等監査結果に伴う指摘事項に

ついて、下記のとおり措置を講じたので通知します。 

 

記 

団体名及び所管

部課名 
監査の結果 措置状況 

一般財団法人山

形市都市振興公

社 

 

財政部資産マネ

ジメント課 

商工観光部産業

政策課、ブランド

戦略課 

まちづくり政策

部公園緑地課 

都市整備部道路

維持課 

 

 

指摘事項 

次のとおり是正又は改善を要

する事項があったので、適切な

措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

１ 馬見ヶ崎プール指定管理業

務に係る公園施設の設置許可申

請事務において、鈴川公園（馬

見ヶ崎プール内）自動販売機の

設置に係る許可申請書につい

て、公園占用料の算出根拠とな

る書類が添付されていないもの

があった。（一般財団法人山形市

都市振興公社） 

 

１ 公園占用に係る許可申請の

際は、公園占用料の算出根拠と

なる面積計算書等の書類を申請

書に添付するよう指導しまし

た。 

２ 指定管理業務に係る使用料

等徴収事務について、指定管理

者に対し、徴収等事務委託に係

る身分を示す証明書を交付して

いなかった。（道路維持課） 

・駐車場管理事業（駐車場使用

料等） 

・駐輪場管理事業（駐輪場使用

料等） 

２ 徴収事務委託に係る身分を

示す証明書を交付し、見やすい

場所に証明書を掲示するよう指

示を行いました。また、掲示さ

れている状況についても確認い

たしました。 

 

 

 



３ 馬見ヶ崎プール指定管理業

務に係る公園施設の設置許可事

務において、鈴川公園（馬見ヶ

崎プール内）自動販売機の設置

に係る許可申請書に、公園占用

料の算出根拠となる書類が添付

されていないまま受理し、設置

を許可しているものがあった。

（公園緑地課） 

 

３ 公園施設の設置許可申請書

を受ける際に、面積計算書等の

算出根拠となる資料等が添付さ

れているか、書類内容の確認を

徹底いたします。 

 


